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○

会社の創立記念パーﾃｨーの費用

Q:当社は、先日ホテルで、取引先、同業

者、従業員による創立30周年パーティーを

開催しました 。

このパーティー費用のうち、従業員に係る

金額は福利厚生費として処理して差し支えな

いでしょうか。

A：従業員に係る費用も含めて全額が交際

費等に該当することになります。

【解説】

交際費等とは、「交際費、接待費、機密費

その他の費用で、法人が得意先、仕入先その

他事業に関係のある者等に対する接待、供応

慰安、贈答その他これらに類する行為のため

に支出する費用」とされており、この「事業

に関係のある者」には従業員も含まれること

とされています。

したがって、そのパーティーが従業員の福

利厚生に役立つものであっても、その部分を

交際費等から除くことは認められません。

も つ とも、創立記念日等に際し従業員にお

おむね一律に社内において供与される通常の

飲食に要する費用は福利厚生費とされ、交際

費等には含まれないこととされています。

したがって、出席人数などの関係で適当な

会場を都合できないため、ホテルの宴会場で

行うような場合も、1人当たりの費用が通常

要する費用の範囲内であれば福利厚生費とし

て認められる余地はあると思われますが、取

引先などを招待して、創立何周年記念の祝賀

パーティーを行うという場合等には、交際費

等とされます。
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